
町民・関係機関の皆様へ
役場庁舎は、令和２年４月１日から夜間および休日は、

無人警備となります

■問合せ先：総務課行政係　☎７６‒４６０１

総務課からのお知らせ

●これまでは……
平日業務終了後の１７時１５分から翌日８時３０分までと、休日および年末年始休暇の期間は、宿
日直の方が電話や死亡受付のご案内などを行っていました。

●令和２年４月１日から
平日業務終了後の１７時１５分から翌日８時３０分までと、土日祝日および年末年始休暇（１２月
２９日から１月３日まで）の全日は❶「代表電話転送」と、❷「無人警備 ※注」となります。

 ※注「無人警備」…警備会社による人感センサー等での無人によるセキュリティサービス

★代表電話（76‒2111）が転送されるケース
　◉転送後、「アルソック秋田ガードセンターです。」とつながります。
　☆平日業務終了後（17：15～翌日8：30）
　☆土日祝日および年末年始休暇（12月29日から１月３日まで）

⇒代表電話【76‒2111】のみコールセンターへ転送されますので、必要に応じて「折り返しが
必要」とお伝えください。なお、折り返させていただく内容には限度がありますので、ご理解
くださいますようお願いします。
注１）各課直通電話は転送となりません。各課に職員がいる場合は電話に出ます。
注２）総務課に職員がいる場合は、上記時間外でも代表電話番号につながります。

★休日（土日祝日、年末年始）に斎場（火葬場）の予約をしたい。
⇒❶代表電話「76‒2111」にお電話ください。コールセンターがご案内し、午前９時以降に職員が
役場に到着して対応します。職員・斎場予約システムが対応できる時間は午前９時から午後５
時までですので、遅くても午後４時までにはご連絡ください。お電話から職員到着まで約３０
分程度かかります。「○○時ごろに行きます。」と伝えてくださると大変助かります。

　❷お電話なしで直接役場庁舎に来てしまった場合は、お手数ですが❶の手順でお願いします。
※斎場予約システムの稼働時間が午前９時から午後５時までとなっているため当日の午後４時まで
にご連絡ください。

　＊折り返し連絡のある内容例
　　•除雪
　　•クマの出没
　　•休日時の死亡受付（斎場予約）
　　•児童虐待
　　•その他、ご相談内容により、折り返しお電話します。

※重大な事件、災害等発生の場合は、多くのお電話が寄せられる
　ことが予想されますので、動員で職員が出勤次第対応します。

消防署からのお知らせ

■問合せ先：八峰消防署　☎７６‒３１１９

　空気が乾燥し、火災の起こりやすい気象状況では、
原野・林野火災の発生が心配されます。
　昨年は、八峰消防署管内で林野火災１件が発生し
たほか、ゴミ焼きや枯草に火がつくなど、火災の危
険があり消防車が出動した例が９件ありました。
　林野火災を防ぐために、火気を取り扱うときは、
以下のことに十分注意しましょう。

●空気が乾燥しているとき、風の強いときは、たき
火などをしない。
●風が弱くても突風などで飛び火することがあり、
たき火などの最中はその場を離れない。
●たき火などをするときは、水バケツ、スコップな
どを準備しておく。
●後始末は十分に行い、完全に消火したことを確認
してから、その場を離れる。

原野・林野火災にご注意ください!

●たばこの投げ捨ては、絶対に行わない。
●吸い殻入れに捨てる場合にも、完全に火を消して
から捨てる。
●山林内の休憩所など、吸い殻入れのあるところ以
外では、たばこを吸わない。

●ゴミは焼却せず、定められた方法で処理する。

山火事防止統一標語

「守りたい 森と未来を 炎から」

　たき火などの注意

　喫煙の注意

　その他
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